
令和 2年 3月 18日 

 

新潟市立曽野木中学校 

 

臨時休業に伴うグラウンドの開放について（市教育委員会の指導より） 

 

新型コロナウィルス感染防止のための臨時休業に入ってから３週目となり，子どもたちの運動不足や

ストレス増加が大きな課題になっています。 

そこで，当校のグラウンドを「公園と同様の広い場所」として，希望する生徒に開放することとします。

以下の留意点に気を付け，安全に利用してください。 

 

 

① 原則，当校の生徒のみが利用できます。 

② グラウンドが濡れている場合，利用しないでください。 

③ 休日のグラウンド利用と同じ扱いとして，教職員の見守りや学校用具の貸し出しは行いません。 

④ 学校管理下ではないことから，付き添いは必要ありませんが，保護者の責任において利用してくだ

さい。 

⑤ 利用は，１～２時間程度の短時間にとどめてください。また，集団で体の接触を伴う遊びや活動，

用具の共有はしないでください。 

⑥ 利用後は，場所の後始末やごみの持ち帰りをしてください。 

⑦ 行き帰りの交通安全に留意してください。 

⑧ 帰宅後，手洗いやうがいを徹底してください。 

  

※ 服装は体操着とします。 

 ※ 学校生活における不要物（おかし，スマートフォンなど）は持ち込まないでください。 

 ※ 自転車は駐輪場にとめてください。 

 


